
- 0 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

重 要 事 項 説 明 書 

 

【 介護老人福祉施設 】 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 御荘福祉施設協会 
 

特別養護老人ホーム自在園 
 

 

（2024/10/01）  

 



- 1 - 

介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム自在園 

重要事項説明書 

 

１ 当施設が提供するサービスについての相談窓口 

    電 話   ０８９５－７２－３１１１ 

    担 当   生活相談課長 馬詰圭祐 ･ 生活相談員 岡 和美･ 生活相談員 小野美杉 

          ご不明の点は、なんでもお尋ねください。 

 

２ 特別養護老人ホーム自在園の概要 

（１）提供できるサービスの種類 

施 設 名 称 特別養護老人ホーム自在園 

所 在 地  愛媛県南宇和郡愛南町満倉２３０１番地１ 

介護保険指定番号 介護老人福祉施設（愛媛県 ３８７４０００２５４） 

 

（２）当施設の職員体制 

職     種 常 勤 非常勤 合 計 摘     要 

施設長〔管理者〕 １  １名  社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員 

副 施 設 長  １  １名  本部事務局長兼務 

事 務 職 員 ４ １ ５名  社会福祉士 2 名・介護支援専門員１名・社会福祉主事３名・防災士 1 名 

生 活 相 談 員  ３  ３名  介護福祉士３名・介護支援専門員２名・社会福祉主事２名 

介 護 職 員  ３２ ３ ３５名  介護福祉士２５名・介護支援専門員１名・認定特定行為業務従事者等２３名 

介 護 助 手   ４ ４名   

看 護 職 員  ５ ３ ８名  看護師５名・准看護師３名、デイ兼務２名 

栄 養 士  ２  ２名  管理栄養士２名 

医 師  ３ ３名  介護支援専門員２名 

介護支援専門員  ４  ４名  生活相談員、介護職員兼務 

機能訓練指導員  ２  ２名  理学療法士、言語聴覚士 

業 務 員  ２ ７ ９名  洗濯業務３名・清掃業務３名・警備員３名 

 

（３）介護職員・介護助手・看護職員の勤務体制（１日）（令和６年４月の場合） 

摘    要 始業 終業 常勤換算 備    考 

早 出 
Ｂ  7:30 16:30 

8.2名 
介護職員・看護職員 

Ｃ 8:00 17:00 介護職員・看護職員 

日 勤 
Ｙ  8:45 17:45 

3.1名 介護職員・看護職員 
Ｅ  9:00 18:00 

遅 出 Ｆ  9:30 18:30 8.0名 介護職員 

５時間勤務 Ｗ  7:30 12:30 0.7名 介護職員 

４時間勤務 

Ｉ  7:30 11:30 

2.8名 

介護職員 

Ｊ  8:30 12:30 介護助手 

Ｋ  9:00 13:00 介護職員・介護助手 

Ｑ 14:30 18:30 介護職員 

夜 勤 ／ 16:30  9:30 4.0名 介護職員・看護職員 
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（４）当施設の設備の概要 

定      員 ７０名  医 務 室 １室  

居 室 
２人部屋 １室  歯 科 相 談 室 １室  

４人部屋 １７室  リ ハ ビ リ 室 １室  

静 養 室  ４室  散 髪 室 １室  

食堂及び機能訓練室 ２室  洗 濯 室 １室  

浴 室 
一般浴室２室  

特浴室２室  

汚 物 処 理 室 ４室  

介 護 材 料 室 １室  

便 所 
パブリック６室  

居室内２２室 

図 書 室 １室  

霊 安 室 １室  

面 談 室  １室 家 族 宿 泊 室 １室  

 

３ サービス内容 

＊ 施設サービス計画の立案      ＊ 特別食の提供 

  ＊ 食事介護             ＊ 理美容サービス 

  ＊ 入浴介護             ＊ 行政手続代行 

  ＊ 排泄介護             ＊ 日常費用支払代行 

  ＊ 整容介護             ＊ 日用品購入支払代行 

  ＊ 機能訓練             ＊ 所持金品管理 

  ＊ 生活相談             ＊ レクリエーション  等 

  ＊ 健康管理 

 

４ 利用料金 

（１）保険給付内サービス利用料 

     以下のサービスについては、市町村から交付された「介護保険負担割合証」に記載された

負担割合となります。 
 

負担割合 所 得 基 準 
１割負担 以下に当てはまらない方 

２割負担 
合計所得１６０万円以上 
・単身世帯：年金＋その他の所得＝２８０万円以上（年金のみの場合は 280万円以上相当） 
・夫婦世帯：年金＋その他の所得＝３４６万円以上 

３割負担 
合計所得２２０万円以上 
・単身世帯：年金＋その他の所得＝３４０万円以上（年金のみの場合は 344万円以上相当） 
・夫婦世帯：年金＋その他の所得＝４６３万円以上 

         ＊ 第２号被保険者（40 歳以上 65 歳未満の方）、市区町村民税非課税の方、生活保護受給者は下記にかかわらず１割負担。 

 詳しくは、お住いの市町村介護保険係にお問い合わせください。 

 

○ 基本料金 

    介護福祉施設サービス費(Ⅱ) 

要 介 護 度 
１日あたりの自己負担額 

１割負担の場合 ２割負担の場合 ３割負担の場合 

要介護１ ５８９円 １,１７８円 １,７６７円 

要介護２ ６５９円 １,３１８円 １,９７７円 

要介護３ ７３２円 １,４６４円 ２,１９６円 

要介護４ ８０２円 １,６０４円 ２,４０６円 

要介護５ ８７１円 １,７４２円 ２,６１３円 
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○ 加算料金 

 
加  算  名 単 位 

自己負担額 

１割負担の場合 ２割負担の場合 3割負担の場合 

① 日常生活継続支援加算（Ⅰ） １日あたり ３６円 ７２円 １０８円 

② 看護体制加算（Ⅰ）ロ １日あたり ４円 ８円 １２円 

③ 看護体制加算（Ⅱ）ロ １日あたり ８円 １６円 ２４円 

④ 夜勤職員配置加算（Ⅲ）ロ １日あたり １６円 ３２円 ４８円 

⑤ 精神科医療養指導加算 １日あたり ５円 １０円 １５円 

⑥ 個別機能訓練加算（Ⅰ） １日あたり １２円 ２４円 ３６円 

⑦ 個別機能訓練加算（Ⅱ） １月あたり ２０円 ４０円 ６０円 

⑧ 個別機能訓練加算（Ⅲ） １月あたり ２０円 ４０円 ６０円 

⑨ 
ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ） １月あたり ３０円 ６０円 ９０円 

ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ） １月あたり ６０円 １２０円 １８０円 

⑩ 若年性認知症入所者受入加算 １日あたり １２０円 ２４０円 ３６０円 

⑪ 外泊時費用 １日あたり ２４６円 ４９２円 ７３８円 

⑫ 外泊時在宅サービス利用費用 １日あたり ５６０円 １,１２０円 １,６８０円 

⑬ 初期加算 １日あたり ３０円 ６０円 9０円 

⑭ 退所時栄養情報連携加算 １回あたり ７０円 １４０円 ２１０円 

⑮ 再入所時栄養連携加算 １回あたり ２００円 ４００円 ６００円 

⑯ 

退所時等 

相談援助 

加算 

退所前訪問相談援助加算 １回あたり ４６０円 ９２０円 １,３８０円 

退所後訪問相談援助加算 １回あたり ４６０円 ９２０円 １,３８０円 

退所時相談援助加算 １回あたり ４００円 ８００円 １,２００円 

退所前連携加算 １回あたり ５００円 １,０００円 １,５００円 

退所時情報提供加算 １回あたり ２５０円 ５００円 ７５０円 

⑰ 

協力医療機関連携加算（Ⅰ） 

※令和 7 年 3 月 31 日までは( )の料金 
１月あたり 

５０円 

(１００円) 

１００円 

(２００円) 

１５０円 

(３００円) 

協力医療機関連携加算（Ⅱ） １月あたり ５円 １０円 １５円 

⑱ 栄養マネジメント強化加算 １日あたり １１円 ２２円 ３３円 

⑲ 経口移行加算 １日あたり ２８円 ５６円 ８４円 

⑳ 経口維持加算（Ⅰ） １月あたり ４００円 ８００円 １,２００円 

㉑ 経口維持加算（Ⅱ） １月あたり １００円 ２００円 ３００円 

㉒ 口腔衛生管理加算（Ⅰ） １月あたり ９０円 １８０円 ２７０円 

㉓ 口腔衛生管理加算（Ⅱ） １月あたり １１０円 ２２０円 ３３０円 

㉔ 療養食加算 １回あたり ６円 １２円 １８円 

㉕ 特別通院送迎加算 １月あたり ５９４円 １,１８８円 １,７８２円 

㉖ 
配置医師 

緊急対応加算 

勤務時間外の場合 １回あたり ３２５円 ６５０円 ９７５円 

夜間・早朝の場合 １回あたり ６５０円 １,３００円 １,９５０円 

深夜の場合 １回あたり １,３００円 ２,６００円 ３,９００円 

㉗ 
看取り介護加算 

（Ⅱ） 

死亡日前 31～45 日 １日あたり ７２円 １４４円 ２１６円 

死亡日前 4～30 日 １日あたり １４４円 ２８８円 ４３２円 

死亡日前日及び前々日 １日あたり ７８０円 １,５６０円 ２,３４０円 

死亡日当日 １日あたり １,５８０円 ３,１６０円 ４,７４０円 

㉘ 認知症専門ケア加算（Ⅱ） １月あたり ４円 ８円 １２円 

㉙ 
認知症チームケア推進加算（Ⅰ） １月あたり １５０円 ３００円 ４５０円 

認知症チームケア推進加算（Ⅱ） １月あたり １２０円 ２４０円 ３６０円 
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㉚ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 １日あたり ２００円 ４００円 ６００円 

㉛ 
褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） １月あたり ３円 ６円 ９円 

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） １月あたり １３円 ２６円 ３９円 

㉜ 

排せつ支援加算（Ⅰ） １月あたり １０円 ２０円 ３０円 

排せつ支援加算（Ⅱ） １月あたり １５円 ３０円 ４５円 

排せつ支援加算（Ⅲ） １月あたり ２０円 ４０円 ６０円 

㉝ 自立支援促進加算 １月あたり ２８０円 ５６０円 ８４０円 

㉞ 
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) １月あたり ４０円 ８０円 １２０円 

科学的介護推進体制加算(Ⅱ) １月あたり ５０円 １００円 １５０円 

㉟ 安全対策体制加算 入所初日 ２０円 ４０円 ６０円 

㊱ 
高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） １月あたり １０円 ２０円 ３０円 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） １月あたり ５円 １０円 １５円 

㊲ 新興感染症等施設療養費 １日あたり ２４０円 ４８０円 ７２０円 

㊳ 生産性向上推進体制加算（Ⅰ） １月あたり １００円 ２００円 ３００円 

㊴ 生産性向上推進体制加算（Ⅱ） １月あたり １０円 ２０円 ３０円 

㊵ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） １月あたり １４.０% （※３）のとおり 

＊ 施設の職員体制やご利用者さまへの取組み等により加算部分は変動します。 

(※１) 基本料金及び加算料金①～⑤については、すべての方に算定されます。 

(※２) 加算料金のうち⑥～㊴については、実施された場合に加算されます。 

(※３) 介護職員等処遇改善加算については、基本料金及び加算料金①～㊴のうち、１月に

算定された総単位数に 14.0%を乗じて得た数（小数点以下四捨五入）に１０円を乗

じた額が算定金額になります。 

 

〔介護サービス加算の内訳〕 

・日常生活継続支援加算（Ⅰ） 

新規入居者の総数のうち、要介護状態区分が要介護４若しくは要介護５の者の占める割合

が 70%以上又は日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められること

から介護を必要とする認知症の入居者の占める割合が 65%以上又は社会福祉士及び介護福

祉士法施行規則第１条各号に掲げる行為を必要とする入居者の占める割合が 15%以上であ

り、介護福祉士を常勤換算方法で、入居者の数が６又はその端数を増すごとに１名以上配置

している場合に算定される体制加算です。 

・看護体制加算（Ⅰ）ロ 

常勤の看護師を１名以上配置している場合に算定される体制加算です。 

・看護体制加算（Ⅱ）ロ 

看護職員を人員基準の数に１を加えた数以上配置し、さらに常勤換算方法で入所者の数が

２５又はその端数を増すごとに１名以上配置しており、２４時間の連絡体制を確保している

場合に算定される体制加算です。 

・夜勤職員配置加算（Ⅲ）ロ 

夜間を通じて看護職員又は喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置していることに加

え、夜勤を行う職員の基準の数に１以上の数の介護職員又は看護職員を配置している場合に

算定される体制加算です。 

・精神科医療養指導加算 

精神科医師による月２回以上の療養指導が行われている場合に算定される体制加算です。 

・個別機能訓練加算（Ⅰ） 

     専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を１名以上配置し、かつ、理学

療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で入居者の数を１００で除し

た数以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人福祉施設において、多職
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種の者が共同して入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき計画的に機能

訓練を行っている場合に算定されます。 

・個別機能訓練加算（Ⅱ） 

     個別機能訓練加算（Ⅰ）を算定している場合であって、かつ、個別機能訓練計画の内容等

の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施にあたって、当該情報その他機能訓練の適切

かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合に算定されます。 

・個別機能訓練加算（Ⅲ） 

     個別機能訓練加算（Ⅱ）を算定している場合であって、かつ、口腔衛生管理加算（Ⅱ）及

び栄養マネジメント強化加算を算定しており、個別機能訓練計画等の内容について、必要に

応じて LIFE に提出した情報を活用しながら、リハビリテーション、口腔、栄養の情報を関

係職種の間で一体的に共有し、当該情報を踏まえて、個別機能訓練計画について必要な見直

しを行うとともに、関係職種で見直しの内容を共有している場合に算定されます。 

・ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）・（Ⅱ） 

     利用者全員について、利用開始月と当該月の翌月から起算して６月において、Barthel 

Index（バーセル・インデックス）という指標を用いて行う評価の方法の研修を受けた者が、

日常生活動作（ＡＤＬ）値を適切に測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出

していること。利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定したＡＤＬ値から利用開始

月に測定したＡＤＬ値を控除して得た値に、初月のＡＤＬ値や要介護認定の状況に応じて一

定の値を加えたＡＤＬ利得（調整済ＡＤＬ利得）の上位及び下位それぞれ１割の者を除く評

価対象利用者のＡＤＬ利得を平均して得た値が１以上である場合に（Ⅰ）、２以上である場

合に（Ⅱ）のいずれかが算定されます。 

・若年性認知症入所者受入加算 

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者

の特性やニーズに応じたサービス提供を行った場合に加算されます。 

・外泊時費用 

病院へ入院した場合及び居宅等における外泊をした場合で、施設に在所していない日にご

負担いただきます。ただし、１か月に６日（入院又は外泊の初日及び最終日は含みません。）

が限度となります。なお、月をまたぐ場合は最高１２日となります。 

・外泊時在宅サービス利用費用 

居宅における外泊をした場合で、当施設又は併設の居宅介護サービス事業所により提供さ

れる在宅サービスを利用した場合は、１か月に６日（入院又は外泊の初日及び最終日は含み

ません。）を限度に加算されます。なお、月をまたぐ場合は最高１２日となります。上記外

泊時費用との併算定はいたしません。 

・初期加算 

入所した当初又は３０日を超える病院又は診療所への入院後に再入所した場合、施設での

生活に慣れるためにさまざまな支援を必要とすることから、入所日から３０日間に限って加

算されます。 

・退所時栄養情報連携加算 

     特別食を必要とする入居者又は低栄養状態にあると医師が判断した入居者が、当施設から

退所する際に、その居宅に退所する場合は当該入居者の主治の医師の属する病院又は診療所

及び介護支援専門員に対して、医療機関等に入院又は入所する場合は当該医療機関等に対し

て、当該入居者の同意を得て、管理栄養士が当該入居者の栄養管理に関する情報を提供した

場合に算定します。なお、栄養マネジメント強化加算を算定している場合には算定しません。 

・再入所時栄養連携加算 

入所者が医療機関に入院し、施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となった場合

（経管栄養又は嚥下調整食）であって、当施設の管理栄養士が、入院先の医療機関での栄養

食事指導に同席し、再入所後の栄養管理について当該医療機関の管理栄養士と相談のうえ、

栄養ケア計画の原案を作成し、当施設に再入所した場合、１回に限り加算されます。 
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・退所時等相談援助加算 

退所時等の相談援助加算として、退所前に退所後生活する居宅等を訪問し生活に必要な介

護サービス等の相談援助を行った場合は「退所前訪問相談援助加算」、退所後３０日以内に

訪問し相談援助を行った場合は「退所後訪問相談援助加算」が各１回を限度に加算されます。

加えて退所後のサービス利用の相談援助を行い、退所者の同意のもとに生活に必要な介護サ

ービス等を得るための情報として介護状況を該当する市町村及び老人介護支援センターに

文書を添えて提供した場合は、１回を限度に「退所時相談援助加算」、また、退所者の同意

のもとに該当する居宅介護支援事業者と連携して退所後の必要な諸サービスの利用に関す

る調整を行った場合には１回を限度に「退所前連携加算」をそれぞれ加算します。 

・退所時情報提供加算 

     入居者が当施設を退所し、医療機関に入院する場合において、当該医療機関に対して、当

該入居者の同意を得て、当該入居者の心身の状況、生活歴等の情報を提供したうえで、当該

入居者の紹介を行った場合に、入居者１人につき１回に限り算定します。 

・協力医療機関連携加算 

     協力医療機関との間で、入居者の同意を得て、当該入居者の病歴等の情報を共有する会議

を定期的に開催している場合、以下の①から③の要件を見たす場合は加算（Ⅰ）を、その他

の場合は加算（Ⅱ）を算定します。 

①入居者等の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常

時確保していること。②施設からの診療の求めがあった場合、診療を行う体制を常時確保し

ていること。③入居者の病状が急変した場合等において、入院を要すると認められた入居者

の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。 

・栄養マネジメント強化加算 

     管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を５０（施設に常勤栄養士を１人以上配置し、給

食管理を行っている場合は７０）で除して得た数以上配置し、入所者ごとの継続的な栄養管

理を強化して実施した場合に算定されます。 

・経口移行加算 

医師の指示に基づき、経管により食事を摂取している入居者ごとに経口による食事の摂取

を進めるために多職種が共同して作成した経口移行計画に従い、医師の指示を受けた管理栄

養士又は栄養士の栄養管理、看護職員による支援が行われた場合に、１８０日以内の期間に

限り加算されます。ただし、医師の指示により継続して栄養管理及び支援が必要とされる場

合は、引き続いて加算されます。 

・経口維持加算（Ⅰ） 

経口による食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入居者の

方に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、多職種が共同して栄養管理をするための食

事の観察及び会議を行い、入居者ごとに経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口

維持計画を作成し、当該計画に従って管理栄養士又は栄養士が栄養管理を行った場合に加算

されます。 

・経口維持加算（Ⅱ） 

協力歯科医療機関を指定しており、経口維持加算（Ⅰ）を算定している場合であって、入

居者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議に、配置医師以

外の医師又は歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合に加算されます。 

・口腔衛生管理加算 

歯科医又は歯科医の指示を受けている歯科衛生士が、入居者に対して口腔衛生の管理を行い、

当該入居者に係る口腔清掃等について介護職員へ擬態的な技術的指導を行った場合に加算

（Ⅰ）を算定します。さらにその情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生等の管理の実施にあた

って必要な情報を活用した場合には加算（Ⅱ）を算定します。 
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・療養食加算 

医師の指示（食事箋）に基づく腎臓病食や糖尿食、脂質異常症等の治療食の提供が行われ

た方に加算されます。 

・特別通院送迎加算 

透析を要する入居者であって、その家族や病院等による送迎が困難である等やむを得ない

事情があるものに対して、１月に１２回以上、通院のための送迎を行った場合に算定します。 

・配置医師緊急対応加算 

配置医師が施設の求めに応じて、配置医師の通常の勤務時間以外、早朝・夜間又は深夜に

施設を訪問して入所者の診療を行い、かつ診療を行った理由を記録した場合に加算されます。 

・看取り介護加算（Ⅱ） 

医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した方に対し、利用者又は家族の同

意を得て、看取り介護の指針に基づく看取り介護計画を作成し、配置医師緊急時対応加算の

体制が整備された施設において看取り介護を受けた場合に加算されます。 

・認知症専門ケア加算（Ⅱ） 

     日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必

要とする認知症の者の占める割合が２分の１以上の施設において、認知症介護に係る専門的

な研修を修了している者を配置し、当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意

事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催していることに加え、認知症介護の指

導に係る専門的研修を修了した者を配置し、認知症ケアの指導を実施するとともに、研修計

画を作成し、研修を実施する体制が整った施設を評価する加算です。なお、認知症チームケ

ア推進加算を算定している場合には、当該加算は算定しません。 

・認知症チームケア推進加算 

   入居者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注意を必要としている認知症の者

の占める割合が２分の１以上の施設において、当該入居者に対し認知症の行動・心理症状の

予防及び出現時の早期対応に資する①認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了してい

る者又は②認知症介護に係る専門的な研修及び認知症の行動・心理症状の予防に資するケア

プログラムを含んだ研修を修了した者を１名以上配置し、かつ複数人の介護職員からなる認

知症の行動・心理症状に対応するチームにより、入居者の情報を共有したうえで介護を提供

した場合には加算（Ⅰ）を算定し、①又は②の者に代えて、認知症の行動・心理症状の予防

等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を１名以上配置し、チームケア

を行った場合には加算（Ⅱ）を算定します。なお、認知症専門ケア加算を算定している場合

には、当該加算は算定しません。 

・認知症行動・心理症状緊急対応加算 

     医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に

入所することが適当であると判断した者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合、

入所した日から起算して７日を限度として加算されます。 

・褥瘡マネジメント加算 

     褥瘡管理に係る質の向上を図るため、多職種の共同により、入所者が褥瘡管理を要する要

因の分析を踏まえた褥瘡ケア計画の作成（Plan）、当該計画に基づく褥瘡管理の実施（Do）、

当該実施内容の評価（Check）とその結果を踏まえた当該計画の見直し（Action）といった

サイクル（PDCA）の構築を通じて、継続的に褥瘡管理に係る質の管理を行った場合に算定さ

れます。 

・排せつ支援加算 

排せつ支援の質の向上を図るため、多職種の共同により、入所者が排せつに介護を要する

要因の分析を踏まえた支援計画の作成（Plan）、当該計画に基づく排せつ支援の実施（Do）、

当該支援内容の評価（Check）とその結果を踏まえた当該支援計画の見直し（Action）とい

ったサイクル（PDCA）の構築を通じて、継続的に排せつ支援の質の管理を行った場合に算定

されます。 
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・自立支援促進加算 

入所者の尊厳の保持及び自立支援に係るケアの質の向上を図るため、多職種共同による、

入所者が自立支援の促進を要する要因の分析を踏まえた支援計画の作成（Plan）、当該計画

に基づく自立支援の促進（Do）、当該支援内容の評価（Check）とその結果を踏まえた当該支

援計画の見直し（Action）といったサイクル（PDCA）の構築を通じて、継続的に入所者の尊

厳を保持し、自立支援に係る質の管理を行った場合に算定されます。 

・科学的介護推進体制加算 

サービスの質の向上を図るため、全入所者に係るデータ（ADL、栄養士、口腔・嚥下、認

知症、心身・疾病の状況等）を「科学的介護情報システム（LIFE）」に提出して、フィード

バック情報を活用し、利用者の状態に応じた計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善 

（Action）といったサイクル（PDCA）により、質の高いサービスを実施する体制を構築する

とともに、その更なる向上に努める取組みを行った場合に算定されます。 

・安全対策体制加算 

事故発生の防止のための指針の作成、委員会の開催、従業者に対する研修の実施及びこれ

らを適切に実施するための担当者の配置を備えた体制に加えて、当該担当者が安全対策に係

る外部の研修を受講し、組織的に安全対策を実施する体制を整えている場合に算定されます。 

・高齢者施設等感染対策向上加算 

新興感染症の発生時等に感染者の診療等を実施する医療機関（協定締結医療機関）と連携

体制を構築し、新型コロナウイルス感染症を含む一般的な感染症について協力医療機関と感

染症発生時における診療等の対応を取り決めるとともに、研修や助言等の指導を受けながら

適切な対応を行っている場合に加算（Ⅰ）が算定されます。さらに、３年に１回以上、施設

内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けている場合には加算（Ⅱ）が

併せて算定されます。 

・新興感染症等施設療養費 

新興感染症のパンデミック発生時等において、施設内で感染した入居者に対して、相談対

応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入居者に対し、

適切な感染対策を行ったうえで介護サービスを提供した場合、１月に１回、連続する５日を

限度として算定されます。 

・生産性向上推進体制加算 

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討す

るための委員会の開催や必要な安全対策を講じたうえで、見守り機器等のテクノロジーを導

入し、厚生労働省の生産性向上ガイドラインの内容に基づいた業務改善を継続的に行うとと

もに、一定期間ごとに業務改善の取組みによる効果を示すデータの提供を行った場合に加算

（Ⅰ）が算定されます。さらに、介護助手の活用等、職員間の適切な役割分担の取組みを行

った場合には加算（Ⅱ）が併せて算定されます。 

・介護職員等処遇改善加算 

厚生労働大臣が定める基準に適合し、介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとし

て都道府県知事に届け出た事業者が、利用者に対し介護サービスを行った場合に算定します。 

 

（２） 保険給付外サービス利用料 

① 食費      １日あたり  １,４５０円 

② 居住費     １日あたり    ９１５円 

 

※ ただし、市町村から「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けた方（特定入所者介護

サービス費用対象者）は、認定証に記載された負担限度額が利用者負担額となります。 
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所得の状況 
預貯金等の 

資産の状況 

利用者 

負担段階 
居住費 食 費 

生活保護受給者の方 単身：1,000万円以下 

夫婦：2,000万円以下 
第１段階 ０円 ３００円 

世
帯
員
全
員
が 

市
町
村
民
税
非
課
税 

老齢福祉年金受給者の方 

前年の合計所得金額＋ 

年金の収入額が８０万円以下の方 

単身:  650万円以下 

夫婦:1,650万円以下 
第２段階 ４３０円 ３９０円 

前年の合計所得金額＋ 

年金の収入額が 80万円超 120万円以下の方 

単身:  550万円以下 

夫婦:1,550万円以下 

第３段階 

① 
４３０円 ６５０円 

前年の合計所得金額＋ 

年金の収入額が１２０万円超の方 

単身:  500万円以下 

夫婦:1,500万円以下 

第３段階 

② 
４３０円 １,３６０円 

世帯に課税の方がいるか、本人が市町村民税課税 
第４段階 

（非該当） 
９１５円 １,４５０円 

 

③ 理美容費    実費 

④ 預り金管理料  （預貯金通帳・現金）… １年あたり ６,０００円 

（現金のみ）… １年あたり ３,０００円 

⑤ その他 

      上記のほかレクリエーション費用、日用品購入費用は、自己負担となります。 

 

（３）基本料金の減免措置 

所得に応じた減免措置 、及び自己負担に関する制度があります。 

 

（４）支払方法 

毎月１０日までに先月分の請求をいたしますので２５日までにお支払いください。支払方

法は自動口座振替となります。 

利用者から料金の支払を受けたときは、利用者に対し領収証を発行します。 

 

５ 入退居の手続き 

（１）入居手続き 

     「入居申込書」を当園へご提出ください。居室に空室があればご入居できます。 

     入居と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。 

 

（２）退居手続き 

① お客さまのご都合で退居される場合 

退居を希望する日の７日前までにお申出ください。 
 

② 自動終了 

以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービスを終了します。 

・お客さまが他の介護保険施設に入居した場合 

・介護保険給付でサービスを受けていたお客さまの要介護認定区分が非該当（自立）       

又は、要支援と認定された場合 

・平成２７年４月１日以降に入所した方が要介護１又は２と認定され、特例入所の要件

に該当しない場合 

       ※この場合、所定の期間の経過をもって退居していただくことになります。 

・お客さまがお亡くなりになった場合 
 

③ その他 

・ お客さまが、サービス利用料金の支払を６か月以上遅延し、料金を支払うよう催告した
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にもかかわらず１０日以内に支払わない場合、又はお客さまやご家族などが当施設や当施

設の従業員に対して本契約を継続し難いほどの背任行為を行った場合は、退居していただ

く場合がございます。この場合、契約終了１か月前までに文書で通知いたします。 

・ お客さまが病院又は診療所に入院し、明らかに３か月以内に退院できる見込みのない場

合又は、入院後３か月経過しても退院できないことが明らかになった場合、文書で通知の

うえ、契約を終了させていただくことがございます。なお、この場合退院後に再度入居を

希望される場合は、お申出ください。 

・ やむを得ない事情により当施設を閉鎖又は縮小する場合は、契約を終了し、退居してい

ただく場合がございます。この場合、契約終了１か月前までに文書で通知いたします。 

 

６ 入院された場合 

（１）３か月以内の入院の場合 

３か月以内に退院された場合は、退院後再び当施設に入居することができます。     

ただし、入院期間中であっても、１日あたり２４６円（入院・退院日は通常料金。１月に６

日限度。月をまたいで連続した場合は最長１２日間）の料金をご負担いただきます。 
 

（２）３か月以内の退院が見込まれない場合 

     ３か月以内の退院が見込まれない場合には、契約を解除する場合があります。この場合、

退院後に再度入居を希望する場合は、お申出ください。 
 

（３）空きベッドについて 

空きベッドを短期入居者に使用させていただくことがあります。その場合は、１日あたり

の料金はいただきません。 

 

７ 一時外泊 

（１） おおむね１週間以内の期間であれば、事業者の同意を得たうえで自宅等に外泊することが

できます。この場合、お客さまは、外泊開始日の２日前までに事業者に届け出てください。 

（２） この場合外泊期間中であっても所定の利用料金をご負担いただきます。 

（３） 外泊による空きベッドを短期入居者に使用させていただくことがあります。その場合は、

１日あたりの料金はいただきません。 

 

８ 当施設のサービスの特徴 

（１）運営の方針 

要介護者等の心身の状況等に応じ、常に利用者の立場に立ち、サービスの質の向上や評価

を行いながら適切な指定介護福祉施設サービスの提供に努める。「一人ひとりの心に寄り添

ったやさしい介護」を目標とし、ご家族や地域との絆を大切に、安全と安心の幸せな暮らし

を支援します。 

 

（２）サービス利用のために 

      男性介護職員の有無     ～ 有 

      職員の研修の実施      ～ 有 

      サービスマニュアルの作成  ～ 有 

      身体的拘束          ～ 無 

      感染マニュアルの作成     ～ 有 

 

（３）施設利用にあたっての留意事項 

     面会時間       ～ 午前８時３０分から午後６時３０分 

                  感染症等の理由により、面会についてはオンライン面会に代

える場合や、実施を制限する場合があります。 
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     外出・外泊      ～ 外出・外泊をされる場合は事前にお申出ください。 

     喫煙         ～ 施設内の喫煙スペース以外での喫煙はできません。 

     設備、器具の利用  ～ 必要に応じて使用可 

     金銭、貴重品の管理 ～ 施設でも管理いたしますが、一部管理料が必要です。 

     所持品の持込み   ～ 各居室、ロッカー、及び床頭台に収容可能なものに限ります。

（一部制限があります。） 

     施設外での受診   ～ 原則として家族で対応 

     宗教活動       ～ 禁止 

     ペット        ～ 禁止 

 

９ 緊急時の対応方法 

施設は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要

な場合のため、あらかじめ配置医師又は協力医療機関への連携方法、その他緊急時における対

応方法を定める等の必要な措置を講じています。 

ご利用者に容体の変化等があった場合は、ご家族に速やかに連絡いたします。 

（緊急連絡先） □ 代理人と同じ 

その他 

の方 

氏   名 （続柄：     ） 

住   所  

電 話 番 号   

     ※ 緊急連絡先について、代理人と同じ場合は☑をしてください。その他の方の場合はご記入ください。 

 

10 事故発生時の対応 

    サービスの提供に伴って事故が発生した場合は、医師、ご家族、市町村等に連絡をするなど

必要な措置を講ずるほか、事業者の責めに帰すべき事由によりご利用者の生命・身体・財産に

損害を及ぼした場合は、ご利用者に対してその損害を賠償します。 

    なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

 

 

 

 

11 非常災害対策 

   防災時の対応 ～ 緊急時連絡網（自動転送システム設置） 

    防災設備   ～ スプリンクラー、防火戸、消火栓、非常口、非常警報設備等 

    防災訓練   ～ 避難、救助訓練（年２回）通報、消火訓練（年２回） 

    備蓄品    ～ 非常用食料、飲料水、医薬品等 

    防火責任者  ～ 事務係長 藤森 聡和（防災士） 

 

12 安全管理体制 

サービスを提供する過程で発生する事故の防止、解消する体制を確立し、適切・安全なサー

ビスの提供に資するため「介護事故防止(リスクマネジメント)委員会」を設置し、必要な取組

みを行います。 

 

13 虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を

講じます。 

（１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 施設長・濵 香代美 

保 険 会 社 名 社会福祉法人 全国社会福祉協議会 

保  険  名 しせつの損害補償（社会福祉施設総合損害補償） 

補 償 の 概 要 施設業務の補償・施設利用者の補償 
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（２）成年後見制度の利用を支援します。 

（３）苦情解決体制を整備しています。 

（４）虐待の防止のための指針を整備しています。 

（５）法人において虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、

その結果について従業者に周知徹底を図ります。 

（６）従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

 

14 身体的拘束について 

ご利用者に福祉サービスを提供する過程で人としての尊厳と誇りを尊重し、行動を制限する

ことなく、生活機能を高めながら自由で穏やかな生活を送っていただくことを目的に「身体的

拘束等の適正化のための指針」を整備し、委員会を設置して３か月に１回以上開催するととも

に、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ります。また、身体的拘束等の

適正化のための研修を定期的に行い、身体的拘束をなくしていくための取組みを積極的に行い

ます。 

事業者は、原則として利用者に対して身体的拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそ

れがある場合など、利用者本人又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられると

きは、利用者に対して説明し同意を得たうえで、次に掲げることに留意して、必要最小限の範

囲内で行うことがあります。その場合は、身体的拘束を行った日時、理由及び態様等について

の記録を行います。 

（１）切迫性 …… 直ちに身体的拘束を行わなければ、利用者本人又は他人の生命・身体

に危険がおよぶことが考えられる場合に限ります。 

（２）非代替性 … 身体的拘束以外に、利用者本人又は他人の生命・身体に対して危険が及

ぶことを防止することができない場合に限ります。 

（３）一時性 …… 利用者本人又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった

場合は、直ちに身体的拘束を解きます。 

 

15 褥瘡予防体制 

ご利用者が褥瘡を発生しないような適切な介護・看護を行うとともに「褥瘡予防委員会」を

設置し、その発生を予防するための指針を策定、その他褥瘡防止の必要な取組みを行います。 

 

16 感染症の予防及びまん延の防止のための措置 

    事業者は、感染症の予防及びまん延を防止するため、次の措置を講じます。 

    （１）感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 

（２）対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知

徹底を図ります。 

（３）感染症の予防及びまん延防止のための従業者に対する研修及び訓練を実施します。 

（４）入居者における新興感染症の発生時等に、感染症等を迅速に対応できる体制を平時か

ら構築しておくため、感染者の診療等を行う協定締結医療機関と連携し、新興感染症

発生時における対応を取り決めるよう努めます。 

 

17 重度化対応、看取り介護の取組み 

ご利用者の重度化に伴う医療ニーズの増大等に対応する観点から、看護師の配置と夜間にお

ける２４時間連絡体制を確保しております。また、ご利用者の尊厳保持に十分配慮しながら終

末期の介護を、心を込めて行います。「看取り介護委員会」を設置し、看取りのための指針を

策定するとともに、看取り介護に係る計画の作成及び介護の実施にあたっては、厚生労働省「人

生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考にしつつ、

本人の意思を尊重した医療・ケアの方針が実施できるよう、多職種が連携し、本人及びその家

族と必要な情報の共有に努めます。また、施設退居後も継続してご本人、ご家族とともに、そ
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の人らしさを尊重した看取りができるよう支援を行うため、医療機関等へご本人の状態に関す

る情報の提供や、退居後の情報をいただくことがあります。 

 

18 秘密の保持と個人情報の保護について 

利用者及びその家

族に関する秘密の

保持について 

① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する

法律」、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及

び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため

のガイダンス」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。 

② 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サ

ービス提供をするうえで知り得た利用者及びその家族の秘密を正当

な理由なく、第三者に漏らしません。 

また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した

後においても継続します。 

③ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密

を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後に

おいても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内

容とします。 

個人情報の保護に

ついて 

①  事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サ

ービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。

また、利用者の家族の個人情報についても、あらかじめ文書で同

意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情

報を用いません。 

②  事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記

録物（紙によるもののほか、電磁的記録を含む。）については、善

良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への

漏洩を防止するものとします。 

③  事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその

内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加又は削

除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に

必要な範囲内で訂正等を行うものとします。（開示に際して複写料

等が必要な場合は利用者の負担となります。） 

 

19 サービス内容に関する相談・苦情 

    サービスの利用等に関する相談や苦情については、｢苦情申出窓口｣を設置し、迅速かつ適正

に対処する体制を整えていますので、お申出ください。苦情解決責任者は施設長とし、苦情受

付担当者は副施設長及び生活相談員が担当します。相談・苦情が発生した場合、苦情受付担当

者は、「相談・苦情処理簿」に相談苦情、内容、検討内容、具体的処理の状況等を記録保存す

るとともに、苦情解決責任者に報告し、検討・話合いをし、また地域の学識経験者等による第

三者委員の助言を受けながら、誠意をもって苦情解決に努めます。  

 

① 当施設ご利用者相談・苦情担当 

    生活相談課長 馬詰圭祐・生活相談員 岡 和美・生活相談員 小野美杉 

電話 ０８９５‐７２‐３１１１ 

FAX ０８９５‐７２‐３１１５ 

 

② 下記の第三者委員に苦情相談することもできます。 

    ＊山西 百合子   愛南町城辺甲     電話 ０８９５‐７２‐４２７８ 

    ＊中田 非斗志   愛南町御荘菊川    電話 ０８９５‐７０‐４０２２ 
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③ その他 愛南町その他各市町村等の相談・苦情窓口等でも受け付けています。 

・愛南町高齢者支援課         所在地  愛南町城辺甲２４２０番地 

                         電 話  ０８９５‐７２‐７３２５ 

    ・愛媛県国民健康保険団体連合会    所在地  松山市高岡町１０１番地１ 

                           電 話  ０８９‐９６８‐８８００ 

 

20 提供するサービスの第三者による評価の実施状況 

実 施 の 有 無 無 

実施した直近の年月日 ― 

実施した評価機関の名称 ― 

評価結果の開示状 況 ― 

 

21 協力医療機関等 
施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携のもとでより適切な

対応を行う体制を確保する観点から、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医

療機関等と実効性のある連携体制を構築します。そのため、下記施設基準第１号から第３号の

協力医療機関（病院）との間で、１年に１回以上、入居者の病状の急変が生じた場合の対応方

法の確認及び見直しをするとともに、入居者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催

します。 

【同意確認欄】 

施設と協力医療機関との定期会議において、ご利用者様の現病歴等の 

情報を共有することに同意します。 

同意の場合は 
下記にチェック 

□ 

 

① 施設基準第１号の規定を満たす協力医療機関 

入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確

保していること。 

医 療 機 関  

医療機関名称  愛媛県立南宇和病院 

所 在 地 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲 2433番地 1 

電 話 番 号 ０８９５‐７２‐１２３１ 
 

② 施設基準第２号の規定を満たす協力医療機関 

診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。 

医 療 機 関  

医療機関名称  愛媛県立南宇和病院 

所 在 地 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲 2433 番地 1 

電 話 番 号 ０８９５‐７２‐１２３１ 
 

③ 施設基準第３号の規定を満たす協力病院 

入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。 

医 療 病 院 

医療機関名称  愛媛県立南宇和病院 

所 在 地 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲 2433 番地 1 

電 話 番 号 ０８９５‐７２‐１２３１ 

 

④ その他の協力医療機関 

医 療 機 関  

医療機関名称  医療法人 弘浜会 沢近医院 

所 在 地 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲 347-2 

電 話 番 号 ０８９５‐７２‐００３８ 

診 療 科 内科、リウマチ科、リハビリテーション科、外科 
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医 療 機 関  

医療機関名称  公益財団法人正光会 御荘診療所 

所 在 地 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平山 846 

電 話 番 号 ０８９５‐７４‐０１１１ 

診 療 科 精神科 
 

医 療 機 関  

医療機関名称  粉川ファミリークリニック 

所 在 地 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲 86 

電 話 番 号 ０８９５‐７２‐２１１１ 

診 療 科 内科 
 

医 療 機 関  

医療機関名称  かんクリニック－ＡＩＮＡＮ 

所 在 地 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城 1590 

電 話 番 号 ０８９５‐７２‐２２２５ 

診 療 科 内科、外科、糖尿病内科 
 

医 療 機 関  

医療機関名称  松本クリニック 

所 在 地 愛媛県南宇和郡愛南町一本松 3375-3 

電 話 番 号 ０８９５‐８４‐２００１ 

診 療 科 内科、消化器内科 
 

医 療 機 関 

医療機関名称  医療法人 竹本医院 

所 在 地 愛媛県南宇和郡愛南町城辺乙 507 

電 話 番 号 ０８９５‐７２‐３２７１ 

診 療 科 外科、胃腸科、肛門科 
 

⑤ 協力歯科医療機関 

歯 科 医 療 機 関 

医療機関名称  清水ももこ歯科医院 

所 在 地 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城 3021 

電 話 番 号 ０８９５‐７２‐３５１１ 
 

歯 科 医 療 機 関 

医療機関名称  宮田歯科医院 

所 在 地 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城 3702 

電 話 番 号 ０８９５‐７２‐０６４８ 
 

歯 科 医 療 機 関 

医療機関名称  たかはし歯科 

所 在 地 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲 1916-1 

電 話 番 号 ０８９５‐７２‐５８８８ 
 

歯 科 医 療 機 関 

医療機関名称  あさうみ歯科医院 

所 在 地 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲 2419-4 

電 話 番 号 ０８９５‐７３‐１１８４ 

 

22 口腔衛生管理の強化 
施設の職員又は歯科医師若しくは歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が施設入所時及び入

所後の定期的な口腔の健康状態の評価を行います。 

 

23 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を 
検討するための委員会の設置 

介護現場における施設の生産性の向上に資する取組みの促進を図る観点から、現場における

課題を抽出及び分析したうえで、施設の状況に応じて、利用者の安全並びに介護サービスの質

の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を開催や必要な安全対策を

講じたうえで、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行います。 
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24 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保 
    男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラ

スメント対策（顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）を含む）のため、次

の措置を講じます。 

    （１）従業者に対するハラスメント指針の周知・啓発を図ります。 

    （２）従業者からの相談に応じ、適切に対処するための体制を整備しています。 

    （３）そのほかハラスメント防止のために必要な措置を行います。 

 

25 業務継続計画（BCP）の策定等 
感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため、

及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（事業継続計画）を策定し、必要な研修及

び訓練を定期的に開催するなどの措置を講じます。 

 

26 当法人の概要 

法 人 名   社会福祉法人 御荘福祉施設協会 

法人所在地   愛媛県南宇和郡愛南町満倉２３０１番地１ 

電 話 番 号     ０８９５‐７２‐３１１１ 

代表者氏名   理事長   濱 口 隆 司 

設立年月日   昭和４９年３月１０日  

 

定款の目的に定めた事業 

（１） 第１種社会福祉事業 

① 特別養護老人ホームの経営 

（２） 第２種社会福祉事業 

① 保育所の経営 

② 老人短期入所生活介護事業の経営 

③ 老人デイサービスセンター事業の経営 

④ 障害児通所事業の経営 

⑤ 認知症対応型老人共同生活援助事業の経営 

⑥ 地域子育て支援拠点事業の経営 

（３） 公益事業 

① 居宅介護支援事業 

② 成年後見等受任事業 

（４） 収益事業 

①  太陽光発電所の事業 
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令和   年   月   日 

 

   介護老人福祉施設入所にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要な 

事項を説明しました。 

 

   事 業 者 〈所在地〉  愛媛県南宇和郡愛南町満倉 2301番地 1 

         〈名 称〉   特別養護老人ホーム 自在園 

         〈説明者〉             ㊞ 

 

 

   私は、契約書及び本書面により、事業者から介護老人福祉施設についての重要事項の 

説明を受けました。 

 

利 用 者  住 所                            

氏 名                       ㊞  

代 理 人  住 所                          

氏 名                       ㊞  

続 柄           

身元引受人 

連帯保証人 
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看取り介護の指針に関する同意書 

 

 

私は、         の看取り介護について特別養護老人ホーム自在園の看取り介護の指

針に基づく取組みに関する説明を受け、下記の内容を確認し同意します。 

 

 

記 

 

当施設における看取り介護の体制・対応について 

 

１．施設における医療体制は、配置医師・協力医療機関と連携し必要時は 24 時間の連絡体制

を確保し、必要に応じ健康上の管理などに対応する。また、夜間は医療スタッフが不在な

ときもあり、看護職員は緊急時の連絡により駆けつけるオンコール体制とする。 

 

２．病状の変化等に伴う緊急時の対応については、看護職員が医師との連絡をとり判断する。

夜間においては、夜間勤務職員がオンコール体制に基づき医師及び看護職員と連絡をとっ

て緊急対応を行う。また、家族との 24時間連絡体制を確保する。 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

○説明者 

職氏名                   ㊞  

 

 

○同意者 

 

利 用 者 氏 名                   ㊞  

 

 

身元引受人 住 所                      

 

氏 名                   ㊞  

 

           続 柄           
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個人情報の使用に係る同意書 

 

 

 以下に定める条件のとおり、私（        ）及び代理人（         ）は、社会

福祉法人御荘福祉施設協会が、私及び身元引受人、家族の個人情報を下記の利用目的の必要最低限の

範囲内で使用、提供、又は収集することに同意します。 

 

１．利用期間 

   介護サービス提供に必要な期間及び契約期間に準じます。 

 

２．利用目的 

（１）介護保険における介護認定の申請及び更新、変更のため 

（２）利用者にかかわる介護計画（ケアプラン）を立案し、円滑にサービスが提供されるために

実施するサービス担当者会議での情報提供のため 

（３）医療機関、福祉事業者、介護支援専門員、介護サービス事業者、自治体（保険者）、その

他社会福祉団体等との連絡調整のため 

（４）利用者が、医療サービスの利用を希望している場合及び主治医等の意見を求める必要のあ

る場合 

（５）利用者の利用する介護事業所内のカンファレンスのため 

（６）行政の開催する評価会議、サービス担当者会議 

（７）その他サービス提供で必要な場合 

（８）上記各号にかかわらず、緊急を要するときの連絡等の場合 

  

３．使用条件 

（１）個人情報の提供は必要最低限とし、サービス提供にかかわる目的以外決して利用しない。

また、利用者とのサービス利用にかかわる契約の締結前からサービス終了後においても、

第三者に漏らさない。ただし、本人以外の者に固有個人情報を提供することが明らかに本

人の利益になると認められるとき、又は本人の心身を守るためにやむを得ない緊急時は、

第三者に提供することがある。 

（２）個人情報を使用した会議の内容や相手方などについて経過を記録し、請求があれば開示す

る。 

 

 

令和   年   月   日 

 

  本   人  住 所                                          

（利 用 者） 

氏 名                   ㊞  

 

 

代 理 人  住 所                      

（家族代表） 

       氏 名                   ㊞  

 

         続 柄           


